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A study on the source of political influence of the sport policy 

in the local government 

NAKAO Kenichiro, YATSUSHIRO Tsutomu, YANAGISAWA Kazuo 

This paper discussed the relationships among the sections concerned with decision making of public 

policies of the community-based sport. The public sport policies had been designed by many sections of 

local government such as finance section, sport service section, planning section, and so on. But, as a mat-

ter of fact, it seems that sport service section doesn' t have the eligibility on the decision making of public 

policies of the community-based sport. The sport service section should have influence to develop 

community-based sport as long as it involves the direct needs of community members. 

This paper especially was inteded to clarify the kind of sources and positions of power in the sport 

service section influentially. Two local governments were investigated by applying the general theory of 

power source and social influence. Some results were as follows 

(1) It is necessary that the influe ncers should have their excellent expert-power. 

(2) If the target has excellent expert-power, the influencers must exercise their influence on the target 

eff ectively. 

(3) The influencers have to change their power according to the ability of the target. 
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I．緒　言
　人々の生活の中にスポーツが位置づき，スポー

ツに対する興味・関心も高まるにつれ，地域のス

ポーツ行政に対する二一ズも拡大している。そし

てこれに伴い，地域住民のスポーツ活動に対する

行政の援助が各自治体の施策にも反映されてきて

いる。従来は，当該市区町村の教育に携わる組織，

部門が中心となって体育・スポーツ行政が展開さ

れてきた。しかし，国民のレジャー，スポーツに

対する欲求の高まりとともに，さらには健康問題，

福祉問題等とスポーツや運動との関連が密接にな

るにつれて，様々な組織，部門が関与するように

なってきている。地域でのスポーツ振興策を策定

する場合においても，その関係が反映されている

ことは言うまでもないが，スポーツの普及振興に

関する施策を単独で作成している地方自治体はあ

まり多いとは言えない。実際には，地域の総合的

な施策の一部として位置づけられ，直接関与する

部門以外にも関係する組織・部門は数多く存在す

る。例えば，東京都のA区では，11カ年の長期総

合計画を作成する際に，全庁レベルで長期計画策

定委員会が組織され，そこで都市整備計画などと

同様に審議されている。そして，首長の方針との

関連で首長部局，予算との関連で財政担当部門，

施設建設計画との関連で営繕，建設，土木関係部

門等との意見調整などが行われている。しかし，

スポーツの普及振興策を形成する上で多くの組

織，部門が関連を持つとしても，長年その方面に

携わってきた体育・スポーツ担当組織，部門が中

心的な役割を担うことには変わりはない。とはい

え，先のA区においては，体育・スポーツ担当部

門に専門職としての社会教育主事が置かれている

ものの，彼の高い専門性に関わらず制度的な面，

例えば社会教育主事はあくまでも助言，指導にと

どまり，決定権限を持たないという理由から，部

門内においてもその専門性を活かすことができず

にいた。従って，他の部門に対しても影響力を持

ち得ず，策定委員会に案を持ち込んだとしても，

施策に反映されにくい状況であった（川。

　一方，体育・スポーツ担当部門が施策の決定に

対して影響を与えている自治体もある。東京都の

B市では，専門職としての杜会教育主事がいない

ものの，専門性の高い課長，その下に係長がいる。

両者は組織構造上ラインで結ばれており，権限上

の正当性も相まって，部門内の成員に対しても強

い専門的な見地からの影響を与えることで課全体

としても専門的な影響を持つこととなり，従って，

他の部門に対しても施策0）決定に影響を与えてい

たω。

　このように，部門内または組織の意志決定は，

そこに属する成員のそれぞれの意志決定が複合し

た決定の一大ネットワークである。そしてこれを

全体として統合しているものは，決定権限などの

階統制の確立，標準手続き，コミュニケーション

経路等の公式的諸機構，または非公式的な関係で

ある。これらの諸機構や関係を通じて働く力が，

各成員個人の意志決定と行動に何らかの変化を与

えるとき，そこに影響力が働いているという（8）。

つまり，前述のような施策等を決定するような組

織的意志決定というものは，組織の他の成員より

影響力を受け，自らも他の成員に影響力を与えて

いるような決定である。そして，各関係組織・部

門間の意見交換，交渉，調整の段階でどちらの主

張がどの程度受け入れられるかという問題は，ど

ちらがどの程度他者に対して影響を受けたか，ま

たは与えたかという組織，部門の影響力に左右さ

れると考えられよう。従って，体育・スポーツ関

係部門が地域のスポーツ振興策に対して中心的な

役割を果たすためには強い影響力が必要となるで

あろう。

　本研究は，以上のような問題を背景にしながら，

地域スポーツの振興策の形成において，その問題

解決の方法論を見い出す手がかりとして，社会集

団における一般的な影響力研究をとりあげ，地域

スポーツ振興策形成での応用の可能性を検討する

ことに目的がある。すなわち，施策形成に対して

体育・スポーツ担当部門の影響力を高めていくた

めには，成員のだれにどのような影響をもたせる

ことで部門としての強い影響を与えることが可能

となるか明らかにすることである。これにより，

その専門家としての担当部門が施策形成に対して

中心的な役割を果たし，地域住民と密接な関係に

ある担当者を通して，住民の二一ズが施策に反映

される可能性が見いだせると考える。

皿．影響カ研究の検討

　組織，集団における影響力は，微妙かつ暖味で

多様な源泉より発生している。また多数の因果関

係を有しかつ多次元であるために，定量化するこ

とが最も困難な概念のひとつとして考えられてい
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る㈹。例えば，レヴィン（5）のグループダイナミッ

クスという概念では，目標（Goa1）に向かう人間

の行動を心理的な力で捉え，社会的影響力を以下

のように説明している。彼は，まず，「行動を生

活空間（Life　Space）の中で個人が目標に向かっ

て移動（Locomotion）する際に起こる変化変化で

ある」と考えている。つまり個人の目標が設定さ

れると，それに向かう心理的な力（Psycho1ogica1

Force）とそれを阻止する力（Restraini㎎Force）

の緊張が生まれ，この緊張の均衡が破られると行

動が起こると説明している。目標に向かう心理的

な力には，個人の欲求（Need）から発生する自

発的な力（Own　Force）と，他者の要求から発生

する誘発された力（Induced　Force）がある。こ

の誘発された力を「社会的影響力（Socia1
Inf1uence）」と定義している。これに加え，この

理論では，社会的影響過程を影響源（Inf1uencing

Agent）と影響の受け手（Target）という二者関

係として捉えている。そして影響源がとった行動

によって，影響の受け手の生活空間に変化が生じ

た場合が「影響力を持った」と定義されている。

　一方，影響力を具体的な行動の決定としてとら

える考え芳もある。ダール（2）は，「Aは，Bが行

おうとしないことをさせるほど，Bに対して影響

力を持つ」と定義し，ヒクソンら（4）は，「影響力

とは，一方の社会的単位による他方の社会的単位

の行動の決定である」と明確に定義している。

　さらにエマーソン（3）は，影響力と依存関係を等

置する。すなわちAのBに対する影響力は，Bの

Aに対する依存に等しい。そして影響力関係とは

両者のアンバランスな関係を意味し，このような

場合にAはBに対して影響力を有するという。

　潜在的な影響力としては，フレンチ，レイブン

のパワーべ一スの概念⑭が典型的である。彼らは，

影響を受ける側の行動を規定する要因を捉える立

場に立ち，社会的勢力を報酬勢力（reward
power），強制勢力（coercive　power），正当勢力

（1egitimatepower），④準拠勢力（referent

power），⑤専門勢力（expert　power）と5つに分

類した。社会的勢カとは影響源が社会的影響の受

け手の生活空間に変化を起こさせる能力を持って

いる状態と定義され，潜在的な影響力として捉え

られている。

　このように影響力またはパワー現象は様々な側

面（潜在性，行動，依存性等）を持ち，どの側面

で捉えるかは，なにを集団，組織過程で訴えたい

かということに関係している。例えば，ダール，

ヒクソンのように行動の側面が捉えるとするなら

ば，それを集団，組織の章志決定過程における政

治現象に関連させて分析する。また，フレンチ，

レイブン，エマーソン等の潜在性で捉えるならば，

影響力，パワーの発生を促す依存条件の分析に関

心が集中する。このように様々な社会的集団に属

する組織間，個人間の影響力関係を分析するため

には，それぞれの問題の性質に即したアプローチ

をとることが必要となろう。

　本研究の目的は，地域スポーツの振興策形成に

おける行政組織内の体育・スポーツ担当部門の影

響力を高めるための方策を見い出すことである。

そのため，現在の影響力による成員の行動分析に

視点を置くのではなく，どのようにしたら組織が

影響力を持ち，また，影響力を高めることができ

るのかといったことを中心に論ずることが，その

方策を見い出すのに適していると考えられる。フ

レンチ，レイブンのパワーべ一スの概念は，影響

力を持つための，ある意味では資源となる社会的

勢力を明らかにしており，勢力の基盤が強ければ

強いほど，支配的な影響力を持つことが可能とな

るため，本研究では，この概念をもとにその方策

を検討する。

皿．バワーべ一スの概念

　（1）社会的勢力と社会的影響

　前述の通り，フレンチとレイブンは，日常的な

人間関係をも含めた広い勢力関係を対象とし，影

響を受ける側，つまり服従的行動を行う側の心理

的側面から勢力を①報酬勢力，②強制勢力，③正

当勢力，④準拠勢力，⑤専門勢力に分類している。

①は，その人が白分に報酬をもたらす能力を持っ

ている，と認知されることに基づく勢力である。

②は，その人の自分に対する影響の試みに同調し

なければ罰を受けるであろう，と判断されること

に基づく勢力。③は，その人が価値や役割などに

よって自分の行動を規制する正当な権利をもって

いる，と認知されることによる勢力。④は，その

人を同一視することで態度や価値観などが採り入

れられる場合の勢力。⑤は，その人が特殊な知識

を持っているか，ある領域の専門家であり真実を

伝えようとしていると認知されることによる勢力

である。勢力は，影響力の源泉となるものであり，
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勢力の基礎が強ければ強いほど，それだけ支配的

な影響力を持ち得ることが可能となる。また，勢

力は，影響の受け手の認知や期待に規定され，影

響源が受け手の認知や期待に応えるだけの資源を

持ち合わせていなければ成立しない（6）。例えば，

成員に対し命令や支持を与えることが可能な地位

であろうとも，成員の役割に対する期待にそえる

ほどの能力を備えていなければ，受け手はその勢

力を認知せず，従って影響力は持ち得ないことに

なる。フレンチとレイブンは，この勢力の概念を

用いながら社会的影響の多様性を説明しようとし

た。また社会的影響とは個人の認知，態度，行動

に生じる変化の中で，個人や集団がその原因であ

るものを示している。

　（2）対人独立型影響と対人依存型影響

　レイブン㈹は社会的勢力の5類型をさらに発展

させ，情報勢力を加え6類型とし，その相互関連

と杜会的影響に及ぼす勢力の効果を明確にした。

彼は，社会的影響あ多くは影響源への依存の結果

起こる変化であると考え，こうした影響を対人依

存型影響（Socia11y　Dependent　Inf1uence）と呼び，

またこれとは反対に依存を必要としない影響を対

人独立型影響（Social1y　Indepemdent　Inf1uence）

と呼んでいる。対人独立型影響は，情報勢力を基

盤とし，影響の受け手が持つ認知要素が根本的に

変化した結果である。一方、対人依存型影響は，

公的依存型影響（Public－dependent）と私的依存

型影響（Private－dependent）に区別される。

　公的依存型影響は，報酬勢力と強制勢力を基盤

とし，この2つの勢力は，影響力の受け手が，影

響源は報酬や罰を与える能力を持っていると認識

することから生じる影響力である。従って，影響

の送り手からの影響を維持するためには，影響源

による監視を必要とする。また，私的依存型影響

は，専門勢力，準拠勢力，正当勢力を基盤として

いることから影響源による監視を必要としない影

響である。

　（3）社会的影響の分類

　社会的勢力による影響で生じる心理的変化によ

り，社会的影響は，大きく負の影響（Negative

1nf1uence），二次的影響（SecondaryInfluence）

の2つに分類される。

　負の影響は，影響源が望む方向への変化とは逆

の方向への変化を生ずる場合である。例えば，準

拠勢力は，影響の受け手が影響源と同調したいと

いう気持ちに基礎をおく勢力であるが，運動部活

動で技術的な面で指導する際，悪い部員を例に挙

げ「脇をもっと絞りなさい。そうでないとA君

のようになるぞ」といった具合に，A君の悪い動

作，、つまり，A君の負の準拠勢力に訴えている場

合である。

　二次的影響とは，A勢力により受けた影響が，

次第にB勢力による影響に変化することである。

例えば，運動部活動の顧問に練習に毎日参加しな

さいといわれ，いやいやながら参加していたのが，

次第に練習に楽しさを見いだし，積極的に練習に

参加するようになったという場合である。これは，

顧問の指示にしたがわなければ，罰を受けるので

強制勢カ

公的依存

社会的影響

・負の影響
・二次的影響
（操　　作）

対人依存型影響
報酬勢力

私的依存　　　　　準拠勢カ

対人独立型影響

正当勢力

専門勢力

情報勢力

図ユ　対人依存による社会的勢力の分類
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はないかという強制勢力による影響が，次第に積

極的に練習に参加することによって他の勢力によ

る影響（例えば1青報勢力など）に変化することで

ある。

　また，二次的影響には，操作（Manipu1ation）

という形態もある。これは，影響源の意図が受け

手に対して隠されている社会的影響である。この

隠された意図が受け手にあらわになったときは，

逆の影響を及ぼす。以上の社会的影響をめぐるフ

レンチとレイブンの概念を整理すると，図1のよ

うになる。

M．社会的勢カにより影響を高める具体的な方法

　（1）官僚制機構の特徴と影響の送り手に必要な条件

　社会的勢力により組織の影響を高めていく場

合，社会的勢力により影響を与える，影響の送り

手側とそれを受けて行動に変化を起こす受け手側

について，それぞれがどうあるべきか考える必要

がある。特に体育・スポーツ施策を形成する行政

組織に社会的勢力をあてはめて考える場合，その

組織の特性を捉えて論ずる必要があろう。

　現代日本の行政組織の特徴としては，その官僚

的支配が強いことが挙げられる。官僚制は，一般

的には，①職務と権限が明確に規定されている②

専門家の集団であること③階統制である④職務が

文書により処理される等がその特質とされている

が，これが部門間の関係，部門内での人間関係，

さらにそれらの勢力関係に影響を与えていること

は言うまでもない。ここでは職務，権限，専門性，

階統制に関して，バーナードの権威の概念を基に，

影響の受け手に関して検討してみる。

　バーナード（1）は，権限を客観的権威と呼びかえ

ることにより，権威の一特殊な類型として捉え，

2種類の権威の存在を認めている。1つは，指示

者が優れた経験，知識，能力をもっていると認め

られ，それ故にその指示は賢明かつ妥当な指示で

あろうと推定され，服従がなされるときであり，

リーダーシップの権威と呼ばれる。

　ところでリーダーシップとは，集団にとって望

ましい状態へと集団を導くのに有効な行動（7）と定

義されているが，リーダーの数に関係なく，執行

者，計画者，政策決定者，エキスパート，代表者，

統制者の役割と機能を持つことから，他人に影響

を与える能力を必要とするのである。つまり，リー

ダーシップには，影響力の源泉である社会的勢力

を必要としており，従って，その所有と活用が前

提となっているのである。

　例えばバーナードのいうリーダーシップの権威

では，具体的には代替案としてあげられた中から

選択したり，また他の反対を押し切れるという，

意見の正当性が認められるだけの専門勢力や正当

勢力による影響を与えなければならないであろ

う。しかし，官僚的支配が強い行政組織（これは

フォーマルな組織全部にいえることであるかもし

れないが）では，職位によってリーダーシップを

発揮すべき者が組織の成員から推定されている。

そして，その地位にある者がリーダーシップの機

能，つまりその前提となる社会的勢力を備えてい

なければ，影響力の高まりは期待できない場合が

ある。

　次にバーナードの権威のもう一つは，組織上の

上司からの指示であるために服従されるとき，ま

たは組織内の成員が指示や命令に対して服従しな

い場合に，心理的強制を加えて従わせるときの権

威であり，職位の権威と呼ばれる。現実の官僚的

支配の強い行政組織において，その多くは，職位

の権威が成立している状態である。しかし，その

集団を望ましい状態へ導く，つまり，集団への影

響力を高めるという視点から理想を言えば，組織

上の上司がリーダーシップの権威をもって指示，

命令を発するという，命令指示権限者が正当勢力

と専門勢力をもつことが必要であり，極端に言え

ば，専門勢力をもつ者こそ指示，命令の権限を与

えるべきであると言えよう。これが成立可能であ

れば，組織目的と個人の貢献意欲とを統合するた

めに効果的であり，従って組織全体の影響力も高

まる可能性があると考えられる。

　（2）影響の受け手に効呆的に作用する社会的勢力

　行政組織の構造，特質上から社会的勢力を捉え

ると，影響の送り手にはリーダーシップの機能を

発揮する前提としての社会的勢力の必要性，つま

り専門勢力に裏付けられた正当勢力が理想状態に

おいては効果的であることが明らかとなった。し

かし，影響の受け手には，どの勢力が影響力を与

えるため，または，影響力を高めるために効果的

なのであろうか。これについてレイブンは，総合

的に見て，6つの勢力の申でどの勢力が最も効果

的かを明らかにしている㈹。彼によると，最も効

果的で安定している勢力は情報勢力であると考え
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ている。この情報勢力が効果的に作用するために

は，影響の受け手がある程度の知識を持っている

ことを前提とし，この条件を満たすために専門勢

力と正当勢力が用いられることが必要不可欠であ

るという。つまり，安定した情報勢力による影響

を与えるためには，影響の受け手の認知状態を察

知した上で，段階的に勢力を選択し，対人独立型

の情報勢力による二次的影響へと発展させる必要

がある。

　さらに，ここに興味深い研究結果が報告されて

いる。マルダーとウィルク（註1）は，集団，組

織の成員が意思決定に参加することが必ずしも影

響力の平準化をもたらすとは限らないことを証明

している。これは，他者が強力な専門勢力を持っ

ているとき，参加者が意志決定に参加する度合い

が高まるほど，参加者に対する他者の影響力はさ

らに増大するということである。つまり，意志決

定への参加が影響力の平準化をもたらすのは，影

響源と受け手が同レベルの専門勢力をもち得ると

きのみである。そして逆に考えれば，組織の成員

それぞれが影響の送り手と同レベルの専門・性を持

ち得たのであれば，影響力は平準化し，組織全体

としても他組織に対して影響を与えることができ

るであろう。

　この2つの研究結果は，影響の送り手が効果的

に影響を与えるためには，影響の受け手のもつ勢

力を考慮し，それに応じた勢力による影響を与え

る必要があることを示唆している。

　（3）杜会的勢力の発展的な適用

　官僚支配の強い行政組織の特徴やリーダーシッ

プから，影響を送る側には，専門的な知識，経験，

能力と指示命令を出す権限が必要となる。つまり

送り手には，専門勢力と正当勢力がまず必要にな

る。これを前提として，受け手が晴報勢力による

【第ユ段階】

【第2段階】

《対人依存型彫響》

【影響の送り手〕

正当勢力（強）
専門勢力（弱）

〈私的依存〉
［影響の受げ手】

正当勢力（弱）

専門勢力（強）

専門性獲得への
　　　動機づけ

依存的な

　専門性の獲得

【第8段階】

口“　《対人独立型影響》

（弱）

（弱）

響源】

平準化

専門勢力の

獲得

情報

二次的影響

図2　影響の受け手に応じた社会的勢力の適用
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影響を受けるまでの方法を考えてみる。・

　影響の送．り手が社会的勢力に基づいて効果的に

影響を与えるには，それが効果的に作用する条件，

つまり専門的な知識や経験を養わなければな←な

い。そこで，第一段階として，影響の受け手に専

門性を獲得するための動機付けが必要となる。影

響の送」り手は，基本的には正当勢力と専門勢力の

両方を持っているが，一ここでは正当勢力を強調さ

せ，地位の正当性を活用し，正当勢力を基盤とし

た影響舌こよ・り専門性獲得への動機付けを行う6成

員に対しては半ば，強制的なイメージを与えやす

いが，積極的に専門性を高めるための機会を与え・

てやる。

　次の段階では，、専門勢力による影響を強調しな

がら専門的知識を教授し，受け手の専門性を高め

る。この場合，影響源は体育・スポーツに関する

専門家として強い専門勢力をもっている，という

ことを影響の受け手が認識していることが前提と

なる。そして受け手の側が影響源と同じレベルの
専門性へ近づき，専門的知識を持ろようになると，

いままで依存していた影響源に頼る必要がなくな

り，影響力の平準化がおこる。

　最終的には，いままでの影響源から影響を受け

る必要がなくなり，よって独白で情報を収集するd

つまり，情報勢力による影響により，自已の専門

性を保ち，さらに高めて行くようになるというわ

けである。

　ところで情報勢力による影響は，その影響源が

問題になるのではなく，その情報を通して交わさ

れるコミュニケーションの内容に影響を’受けるの

であって，他者依存的な影響ではなくなるのであ．

る。このような過程を経ることにより，集団，組

織全体の専門性が高まり，またその集団，組織を

とりまく環境からの情報を常に取り入れているこ

とから，その変化に対しても適切に対応できるよ

うになり，集町組織が安定するようになる一。従っ

て他の集団，組織に対しても専門勢力による影響

を与えることが可能になると考えられる。（図2参照）

V．施策形成における勢カ関係の具体的な事例

　社会的勢力の発展的な適用を2つの自治体を事

例として検討する。各自治体の施策形成過程，そ

こでの影響力関係については体育・スポーツ担当

部門の代表者へのインタビュー調査に加え，区勢，

市勢概要，’統計書，議会会議録，その他関係資料

音収集し分析を行った。

　（1）東京都A区の地域スポーツ振興策形成におけ

る担当部門め影響力’

　東京都A区では，平成2年度から12年度までの

11か年で，区が重点的，優先的に推進する事業を

明らかにするために長期総合計画を策定した。こ

の計画は，区の住環境と都市基盤の整備，交通網

の整備，健康づくり，生涯学習，社会福祉推進の

ための基盤整備，」地域行政のコミュニティ育成を

重点方華策とした蹄合計画である。体育’スポーツ

の振興に関しては，健康づくり，隼涯教育のため

の基盤整備の一部分として含まれている。この計
画の作成に対して，杜会体育課内では，一課内の意

見，考えをまとめるわけである。その際，A区の

社会体育課には，社会教育主事が設置されており，

専門的な助言，一指導を行っている（9）。社会教育主

事は，本来，生涯学習，スポーツのための条件整

備に対して企画性，アイディア性等に裏付けられ

た専門的，技術的な助言，指導を行う専門職であ

る。

　A区の社会教育主事は，A区の社会体育行政に

長年携わり，専門的知識，経験とも豊富で専門勢

力を持っていると考えられる。課内の．意見をまと

めるのは，課長，係長，杜会教育主事が中心となっ

て行われるが，最終的な決定は，課長が下してい

る。

　図3は，A区の体育・スポーツ担当部門の代表

者に対して長期計画作成において関係した組織，

団体，個人の影響力の程度につ・いて質問した結果

である。ここでは，影響力の程度を「1．非常に

弱い」’「2、やや弱い」「3．やや強い」「4．非

常に強い」の4段階に設定し，回答を求めた。’

　その結果，I最も影響を与えていたのは，・区長，

長期計画策定委員会，企画課で，体育・スポーツ

担当部門の影響力は低い様子がうかがえる。’また

体育・スポーツ担当部門内では，教育長，社会体

育課長，管理係長の影響力が強く，これよりも社

会教育主事の影響は弱くなっている。この3者の

関係を勢力関係で捉えると，最も専門勢力による

影響を与えていたのはその専門的知識や経験から

判断して，社会教育主事であったと考え今れ，課

長，係長はその影響の受け手ということになる。

課長，係長は社会教育主事からの専門勢力による

影響を受け，．彼ら自体は，依存的な専門性を獲得
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図3　A区の長期計画作成段階における影響力関係

ける担当部門の影響力

　B市の現行の長期計画は，昭和58年に10ケ年計

画で策定されたものを平成元年に改訂を受けたも

のである。体育・スポーツに関しては，「健康の

みなぎる家庭を築くまち」としてその中に市民の

健康管理という視点からみたスポーツ・レクリ

エーション活動と，日常生活の中で手軽にスポー

ツ・レクリエーション活動に参加できるようにす

るための条件整備，例えば，体育施設の拡充，ス

ポーツプログラムの充実などを計画している。

　この計画は，市民の意見，要望の聴取と平行し

て，行政側の各担当部局が計画の案を持ち寄り，

これを企画課が中心となってとりまとめを行って

いた。そして，B市の体育・スポーツ担当部門で

ある体育課では，課長を中心として課内の案のと

りまとめを行っていたαo）。

　図4は，B市の体育・スポーツ担当部門の代表

者に対して，この長期計画作成において関係した

組織，団体，個人の影響力の程度について質問し

た結果である。ここでもA区同様，影響力の程

度を「1．非常に弱い」「2．やや弱い」「3．や

や強い」「4．非常に強い」の4段階に設定し，

回答を求めた。

　その結果，体育・スポーツ担当部門の成員が，

したことになる。その社会教育主事とのインタ

ビューの中で，彼は，「専門的な助言や指導を行

うことは，白らの職務であるため可能であるが一

それが政策の形成に活かされているか，という問

題になるとかならずしもそうとは言えず，その職

の白体の役割について疑問を抱いている」と語っ

ていた。とれは，あくまでも社会教育主事は助言，

指導にとどまり，課長や係長の決定に対しては影

響を持ち得ないことの現れであり，この状況下で

は，．彼の専門性は生かされなかったと考えられる。

結局，課長，係長の社会教育主事に対する依存的

な関係から独立する次へのステップは見られず，

その関係で停滞してしまった。つまり彼ら白身の

専門性を高めることもなく自己の認識要素の変化

も見られなかったと考えられよう。従って，他集

団，他組織へ影響力を与えるまでには至らなかっ

たと考えられる。もし，課長，係長が社会教育主

事と同様の専門一性を持つようになり，専門勢力を

行使できる状態であったなら，あるいは社会教育

主事が正当勢力をもち得たならば，他集団，他組

織への影響力の行使も可能だったのではなかろう

か。．

2）東京都B市の地域スポーツ振興策形成にお
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図4　B市の長期計画作成段階における影響力関係

職位から影響を与える正当勢力，高い専門性に裏

付けられた専門勢力により，専門勢力の獲得まで

導かれている。そして，非依存的な専門性を獲得

する段階へと発展し，現課長，係長は所属する組

織外からの様々な情報源からの影響により，さら

に専門勢力を強め，他組織に対しても影響を与え

るに至り，図2が示すように，第1段階から第2

段階を経て第3段階にステップアップしたと考え

られる。

M．結論と今後の課題

　スポーツ振興策作成における行政組織内の体

育・スポーツ部門の影響力を強める方法として，

社会的勢力に着目し検討した。社会的勢力による

影響は，組織内の影響力関係と影響力の形成にい

くつかの示唆を与えることが理解された。一つは，

影響の送り手としては組織上の上司がふさわしい

が，強い専門性が必要とされること。二つ目は，

影響の送り手と受けての専門性が同レベルに近づ

くほど，効果的な影響を与えることが可能になる

こと。三つ目は，影響の送り手は，受けての持つ

勢力に応じて，自己の勢力による影響を変える必

要があることなどである。しかし影響の送り手と

受け手の社会的勢力やその影響力の程度は，実際

市長や企画課と同様に，その決定に関して影響力

を与えていた様子が伺える。体育課の組織は，専

門的立場から助言，指導する社会教育主事がいな

いライン組織であり，課内の意見，考えは体育課

長，係長が中心となってとりまとめていた。勢力

関係で捉えると，B市の体育課長，体育係長は，

体育・スポーツに関する専門的知識や経験が豊富

で，両者とも専門勢力をもち行使していた。

　対人独立的影響を与える情報勢力を行使するた

めの前提として，影響の送り手と受け手が同レベ

ルの専門性をもつことが挙げられていたが，B市

の体育課はまさにその状態であると考えられる。

また，体育課のライン組織という組織構造からす

ると，両者とも組織のライン上にあり，社会教育

主事が助言，指導にこのレベルでしか施策形成に

タッチすることができないのに対して，その職位

により決定を下す権限を有している。つまり，こ

の課長，係長は，課内の成員に対して専門勢力と

正当勢力よる影響を与えていたということにな

る。B市の現課長，係長が高い専門性を持ちえた

背景には，前体育課長の存在が影響している。前

課長は，B市の杜会体育の発展に大きく貢献し，

現在のB市の祉会体育の基礎を築いた人物であ

る。現課長，係長は，前課長の強い影響，つまり，
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には捉えにくい性質を持っている。例えばある人

は専門勢力を持っていると認知しても，他方では

正当勢力を持っていると判断されるかも知れな

い。これは，影響の送り手が，受け手の社会的勢

力が今現在どの段階にあるかを的確に判断するた

めにも，今後，ケーススタディを重ね検討されな

ければならない課題である。

註1）マルダーとウィルク（1970）は，組織階層

　　　における下位の成員を意志決定に参加させ

　　　ることの有効性に疑義を唱え，参加はある

　　　条件下では影響力の平準化でなく逆に拡大

　　　化をもた弓すと考え，次の2つの仮説を検

　　　証した。ところで，影響力の平準化とは，

　　　意思決定に参加した組織成員の力関係が均

　　　等になり，組織階層における下位の成員で

　　　も組織的な決定に影響を与えることが可能

　　　となることを意味している。

　　　　彼らの仮説の一つは，他者が強い専門勢

　　　力を持っていればいるほど，参加者はより

　　　大きなかつ実質的な影響をうける。もう一

　　　つは，他者が強力な専門勢力を持っている

　　　とき参加者が意志決定へ参加する度合いが

　　　高まるほど，参加者に対する他者の影響は

　　　さらに増大するという仮説である。実験は

　　　高校生232名を被験者として行われ，実験

　　　の課題はある町の町づくり計画を策定する

　　　ことであった。

　　　　まず，その町の箱庭風のレイアウトとそ

　　　れに関する情報が与えられる。続いて被験

　　　者は仲問の一人が隣室にいることも知らさ

　　　れる。そしてその仲間と協力して新しく建

　　　設される町立病院の立地場所を町の中央部

　　　と郊外の大きな空き地のどちらかにするか

　　　検討して町当局に答申しなければならな

　　　い。被験者は，関連情報を駆使して自分の

　　　建設案を実験者に提出する。ついで隣室の

　　　同僚とお互いにメモにより意見交換を通じ

　　　て最終答申づくりを行う。ところが，隣室

　　　にいる同僚は実験者が演じ被験者に対して

　　　送られるメモは必ず被験者の意見とは反対

　　　意見の内容であった。

　　　　この結果，仮説は2つとも検証された。

　　　つまり，上司と部下との専門勢力に大きな

　　　開きがある場合には，部下の意志決定過程

に参加し，関与すればするほど，部下に対

する上司の影響力はいっそう強まることが

明らかとなった。そして，意志決定の参加

により影響力の平準化が生じるのは，部下

の方が上司に劣らぬ情報量と専門的知識を

持っているときと限られているのである。
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